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～～心心豊豊かかででたたくくままししくく生生ききるる人人間間のの育育成成をを目目指指ししてて～～  



は じ め に 
 
 
 大郷町は宮城県のほぼ中央に位置し、自然環境にめぐまれた

豊饒の地です。 
 町の中央部を西から東へ吉田川が流れ、その流域には豊かな

水田地帯が広がり、のどかな田園風景を望むことができます。 
 気候も温暖で積雪も少なく、季節の移り変わりを実感できる、

自然豊かな環境が魅力で、住みよい住空間が広がっています。 
 大郷町は、この魅力ある豊かな自然を生かしながら、町民と行政が力を結集し、一人ひと

りが創意工夫を重ね、一人ひとりが積極的に行動し、一人ひとりが魅力あるまちづくりを創

造することで、活力があり安心して暮らせるまち、心豊かで持続的に発展するまちを目指し

ています。 
 大郷町では、これまで、「大郷町の教育」に謳っている「教育基本姿勢」に基づき、毎年度

の「教育基本方針」と「重点施策」を定めて、学校教育・生涯教育の推進に取り組んできま

した。 
 このような中、平成１８年１２月に教育基本法が約６０年ぶりに改正されたことにより、

地域の実情に応じた教育振興基本計画を策定するよう努めることが定められました。 
 これを受け、本町では、平成２７年３月に策定した「大郷町総合計画」との一体性に配慮

しながら、「大郷町教育振興基本計画」をここに策定することといたしました。 
 本計画は、大郷の子どもたちが、ふるさとの自然・歴史・文化とそこに住む人々を愛し、

学校・家庭・地域の強い絆のもとで、誇りと 志
こころざし

を育み、心身ともに健やかで、グローバル

社会に対応できる人間に育つようにすること、また、町民一人ひとりが生涯にわたり学び合

い、交流する中で、健康で融和と潤いのある文化を育む地域社会を築き上げることを目指す

ものであり、その実現に向けて様々な教育施策を展開していくものです。 
計画の推進にあたっては、家庭や地域・学校はもとより、各関係機関のご支援、ご協力が

必要不可欠であり、本町の教育行政のさらなる発展のために、お力添えいただくよう切にお

願いいたします。 
町民の皆様におかれましても、明日を担う「人づくり」と、よりよい「大郷」の創造に向

けて、なお一層のご協力をいただきますよう念願いたします。 
 
 平成２７年１２月 
 

大郷町教育委員会 
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第第１１章章  計画の策定にあたって 
 
 
１ 策定の趣旨                          
  

大郷町では、毎年度策定している「大郷町の教育」に「教育基本姿勢」、「教育基

本方針」並びに「重点施策」を示し、着実な取り組みを進めてきました。 
 このような中、我が国では、近年の教育環境を取り巻くさまざまな状況の変化に

対応するため、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、新しい教育の理念が示

されるとともに、地方公共団体においても教育の振興のための施策に関する基本計

画を策定することが求められました。 
これを受け、本町における教育を総合的かつ計画的に進めていくために「大郷町

教育振興基本計画（以下「本計画」という。）を策定することとしたものです。 
 
２ 計画の位置付け                        
  

大郷町では、平成２７年３月、平成３６年度を目標年次とする「まちづくり」の

指針として、「大郷町総合計画」を策定しました。 
 本計画は、この「大郷町総合計画」や「大郷町教育大綱」との一体性に配慮しな

がら、本町教育の振興に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため、本町教

育の目指すべき姿を明確にし、それに向けて講ずべき施策の方向性などを示す計画

として策定するものです。 
 なお、本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき「地方公共団体」が

策定する計画として位置づけられるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 大郷町教育振興基本計画の位置付け 
 

教育基本法 

教育振興基本計画 

宮城県教育振興基本計画 

大郷町総合計画 

大郷町教育振興基本計画 

大郷町の教育に関する個別計画（学校教育・生涯学習・生涯スポーツ等）

大郷町教育大綱 

地方教育行政の組織 
及び運営に関する法律 



３ 計画の期間     
  

本計画は、平成２７年度を初

を目標年次とする１０年間の計

直しを行います。 
 
４ 計画の進行管理   
  

本計画の推進のために実施す

教育」に掲げ、「ＰＤＣＡサイク

善）による進行管理を行います

 この進行管理については、地

規定に基づき実施している「大

しながら、効果的な推進を図り

５ 関係機関との連携  
  

本計画の実現に向けては、学

の関係団体との連携を密にしな

また、行政の関係機関や大学

しながら施策の推進に取り組ん
 
６ 情報の発信と収集  
  

本計画を実現するためには、

が大切であることから、広報お

提供を行います。 
また、教育相談窓口における

喫緊の問題解決や今後の事業・

の明確化に努めます。 

評価 
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初年度とし、「大郷町総合計画」と同じく平成

計画とし、時代や社会の変化に即し、必要に

                

する施策については、毎年度策定している

クル」（Plan 計画→Do 実行→Check 評価→

す。 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

大郷町教育委員会事務事業点検・評価報告書

ります。 

 

                

学校・家庭・地域並びに社会教育や生涯スポ

ながら推進していくことが重要です。 
学、企業、ＮＰＯ法人などとの連携・協力体

んでいきます。 

                

教育目標や重要施策に関して、広く理解を

おおさとやホームページなどを通して、積極

る教育に関する情報収集と町民ニーズの把握

施策に反映させるとともに、教育委員会の

     

成３６年度

に応じて見

     

「大郷町の

→Action 改

第２７条の

書」を活用

     

ポーツなど

体制も構築

     

を得ること

極的に情報

握に努め、

の説明責任
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第第２２章章  本町教育の現状と課題 
 
 
１ 本町教育を取り巻く社会の現状と課題              
 
(１)人口減少と少子高齢化の進行 

 近年の少子化により人口減少が進み、いわゆる人口減少社会が到来しました。 
また、今後は高齢化を反映し自然減の増加が見込まれることから、この傾向は一

層進むものと考えられます。 
 
(２)国際化・グローバル化の進展 

 経済や社会活動のグローバル化の進展に伴い、国際的視野を持ち世界で活躍でき

る人材の育成が求められています。 
 また、他国の異文化を理解し、日本やふるさとの歴史・文化の理解を深める心の

育成が重要となっています。 
 
(３)高度情報化の進展 

 インターネットや携帯電話など、急速に進む情報通信技術の進歩は、生活の利便

性の向上とともに、産業や社会生活の在り方を大きく変化させています。 
 こうした高度情報化に対応できる人材の育成が求められているとともに、インタ

ーネット犯罪等に巻き込まれないための「情報モラル教育」が必要となっています。 
 
(４)労働環境の変化 

 雇用条件の規制緩和を背景に企業の雇用形態が変化し、非正規就業者が増加する

など、労働環境が大きく変化しています。 
 これらの要因として、労働環境の変化とともに、若年層の目的意識の希薄さが問

題視されており、生涯にわたる生き方を考える教育の必要性が高まっています。 
 
(５)家庭や地域の変化 

 少子化、核家族化、共働き世帯の増加、都市化の影響などにより、育児不安、家

庭教育力の低下、地域とのつながりの希薄化が指摘されています。 
 このような状況の中で、学校・家庭・地域が連携を図りながら、社会全体で保護

者が安心・信頼できる教育や子育て支援を行うことが求められています。 
 
(６)体験格差・経済格差への対応 

 体験活動は、子どもの成長に欠かせないものです。しかし、保護者の所得による

経済格差が子どもの体験格差を生み、それが学力格差につながることが指摘されて

いることから、体験活動を通じた青少年の育成を図るため、学校教育や社会教育の

果たす役割はますます重要になっています。 
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(７)防災・減災の意識啓発 

近年、地球温暖化に伴う異常気象により、水害や土砂災害の頻発化、激甚化が増

大しています。また、東日本大震災という未曽有の震災体験を生かすためにも、「自

助・共助・公助」の精神を柱とした防災教育を推進するとともに、災害に強い「安

心・安全なまちづくり」を行うことが求められています。 
なお、仙台圏域の都市化に伴い、本町でも自動車交通量が年々増加傾向にあるこ

とから、特に児童や高齢者などの交通弱者に対する交通安全対策を強化する必要が

あります。 
 
(８)地球規模の課題への対応 

 現在、世界は、環境問題、食糧・エネルギー問題、民族・宗教紛争など、さまざ

ま問題に直面しています。これらは、まさに地球規模の課題であり、かつてのよう

な物質的な豊かさのみの追及という視点から脱却し、共存共栄で持続可能な世界の

構築に向けて人類全体で取り組んでいくことが求められています。 
 
２ 本町教育の現状と課題                     
 
(１)幼児教育の現状と課題 

 本町では、平成１５年に大谷・粕川・味明・大松沢の４小学校に併設されていた

４つの幼稚園を統合し、地域ニーズに対応した乳幼児教育を実現するため、幼稚園・

保育園・子育て支援センターを併設した大郷町乳幼児総合教育施設「すくすくゆめ

の郷」を開設しました。 
 幼児教育や子育て支援に対する町民ニーズは、今後ますます高まることが予想さ

れることから、教育環境や施設・設備のさらなる充実・強化が必要となっています。 
 
(２)義務教育の現状と課題 

○教育施設の整備 
本町は、平成２０年に明星・大松沢の２中学校を１校に、平成２４年に大谷・粕

川・味明・大松沢の４小学校を１校に統合し、適正規模の学校にしました。 
 教育施設面においては、統合を実施するにあたり、小学校は校舎の増築と既存校

舎の改修、体育館の新築を行い、中学校は体育館の新築を行っていますが、老朽化

が進んでいる施設・設備が見られるため、計画的な整備を進める必要があります。 
○確かな学力の定着 

 本町では、学力検査等の結果の分析に基づく指導法の改善と教職員の研修を実施

し、確かな学力の定着に努めています。 
しかし、学習の基礎・基本の定着が十分でない児童生徒も見受けられることから、

個々の理解度を把握し、児童生徒一人一人の能力・特性に応じた少人数指導などの
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支援を図る必要があります。 
また、家庭学習の習慣・取組方法に課題があることから、学校と家庭の連携によ

り、基本的な生活習慣の形成を図る必要があります。 
○特別支援教育への対応 

近年、特別な支援を要する児童生徒数は、本町においても増加傾向にあり、ノー

マライゼーション※やインクルーシブ※の要望に対応することや、さらに「障害者差

別解消法」が平成２８年４月から本格施行されるに当たり、特別支援教育に携わる

指導者のさらなる資質向上と特別支援コーディネーターなどの人員の確保を図るこ

とが重要となっており、それに伴い施設・設備のさらなる充実が必要となっていま

す。 
○奨学資金貸与制度による進学支援 

本町では、経済的な理由により就学が困難な学生に対し、希望する高等学校や大

学などへの進学を支援するために、奨学資金の貸付制度を創設しており、多くの方々

がこの制度を活用し、夢と希望を胸にそれぞれの道を進んでいます。 
一方、高等学校や大学などを卒業後、安定した収入を得られる職に就くことがで

きない若者が増加するなどして、一部奨学資金返済が滞る傾向も見られます。 
○健康面の課題と対応 
 健康面においては、児童生徒の肥満度が依然として高い傾向にあります。予防対

策について、関係部局と連携し健康意識の向上を図るために家庭への啓発に努め、

小・中学校での適切な保健指導を進めていく必要があります。 
平成２５～２６年度の２年間、大郷小学校で「生きる力を育む歯・口の健康づく

り推進事業」に取り組んだその成果として、小学生の虫歯保有率が減少し、改善傾

向にありますが、今後も継続してこの取り組みを実践していく必要があります。 
○食物アレルギーへの対応 
 食物アレルギーに関しては、保護者・教職員・学校給食センターとの連携を密に

し、個々の児童生徒の状況把握と情報共有を図っていますが、今後も万全の体制で

臨むよう努めていかなければなりません。 
 

【※ノーマライゼーション】 障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々（弱者）が、社

会の中で他の人々と同じように生活し活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え

方。また、弱者がスムーズに社会参加できるような環境の成立を目指す活動、運動のこと。 

【※インクルーシブ】 「ソーシャル・インクルージョン」（社会的包摂）という言葉から来ており、

これは「あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み、

支え合う」という社会政策の理念を表します。 
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(３) 社会教育・生涯学習の現状と課題 

○社会教育（生涯学習）・公民館事業 
 本町においては、幼児期から高齢期に至るまでの各年代層に合った各種社会教育

事業・公民館事業を実施していますが、参加状況を見ると児童や高齢者の参加は多

いものの２０歳から５０歳までの働き盛りの年代の参加が少ない状況にあります。

このような中、町民ニーズに対応した学習機会の提供を図り、町民一人一人の学習

意欲の向上を図っていく必要があります。 
 また、団塊の世代と言われる年代が高齢者の仲間入りをしたことなどにより高齢

者人口の割合が増加傾向にあることから、退職後に生きがいを持ち余暇を有意義に

過ごすための支援も課題の一つとなっています。 
以上のことから、社会教育事業の企画・立案・実施を担う職責のある「社会教育

主事」の果たす役割はたいへん重要であることから、教育委員会に一定数以上の有

資格者を常に確保するために、「社会教育主事講習」への職員派遣を行う必要があり

ます。 
○協働教育プラットフォーム事業及び放課後子ども教室事業 

本町では、平成２３年度から「宮城県協働教育プラットフォーム事業」を導入し

て、子どもを地域全体で育むために、学校・家庭・地域をつなぐ仕組みをつくり、

協働による教育活動を通じて、家庭・地域の教育力の向上を図っています。 
 同じく平成２４年度から「宮城県放課後子ども教室事業」を導入して、毎週２回、

放課後子ども教室（愛称：郷子舎
さ と こ や

）を開設しています。この運営は、多くの地域ボ

ランティアスタッフの皆さんに支えられており、大郷小学校の多くの児童が、宿題

に取り組んだり、折り紙やけん玉などの昔遊びなどに挑戦したりして、放課後を有

意義に過ごしています。現在は、旧大谷幼稚園々舎を使用して教室を開設していま

すが、元々幼児を対象とした施設のため、使い勝手が悪いだけではなく、施設の老

朽化も見られることから、早期に施設の更新を図ることが課題となっています。 
○青少年の健全育成 
 本町の青少年健全育成の推進を図ることを目的とした「大郷町青少年健全育成町

民会議」が平成２６年度に設立されました。 
 今後も、本町では、「子どもたちは地域全体で育てる。」といった観点から、青少

年の健全育成と地域の教育力の向上に努めていく必要があります。 
○社会教育施設の整備 
 社会教育施設面では、中央公民館が築４０年以上経過し、文化会館も築３０年を

迎えようとしており、それぞれ施設・設備面の老朽化が進んでいることから、更新

も視野に入れながら、所要の改修・整備を図る必要があります。 
 特に、本町には、公立図書館がなく、中央公民館に図書室を設置してその一定機

能を持たせている状況にあることから、町民ニーズや情報化社会などの時代に適応
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した施設整備も求められています。 
(４)地域文化・芸術振興の現状と課題 

 文化芸術の振興は、町民の豊かな創造性を育むとともに、心豊かな地域づくりに

必要不可欠なものです。本町では、文化団体と連携を図りながら、できるだけ多く

の方々が芸術や文化に触れる機会の提供に努めてきました。 
町民の発表する機会の充実を図るため、毎年、大郷町生涯学習フェスティバルを

開催し、文化・芸術に対する意識の高揚を図ってきました。また、県民文化祭や仙

台管内及び黒川地方の文化協会発表会へ本町文化団体が積極的に参加できるよう支

援を行っています。 
今後も、町民の自主的な文化・芸術活動を推進するためには、文化団体等との連

携を図りながら、発表の場や鑑賞機会の拡充を図ることが大切です。また、文化・

芸術活動が十分展開できるような施設の整備・充実を図ることが必要です。 
 
(５)文化財保存・継承の現状と課題 

 文化財は、郷土の歴史や文化を正しく理解するために欠かせないものであり、新

たな文化を創造・発展させていくためにも、たいへん重要な役割を担っています。

先人から受け継いだ貴重な財産である文化財を大切にし、次の世代に引き継いでい

くことは、今を生きる者にとって重要な使命と言えます。 
 町教育委員会としては、文化財保護審議会の指導・協力を得ながら、関係機関や

所有者、管理者等との連携のもと、計画的な調査・研究、そして保存・継承・発信

するための体制づくりを確立することが必要です。 
 特に、本町は、古代黒川郡の中心地「白川郷」を証明する古墳群や、ユネスコの

世界記憶遺産にも登録されている慶長遣欧使節「支倉六右衛門常長」ゆかりの町で

あることから、町内に眠る遺跡や常長公の歴史遺産の調査・収集活動を継続・発信

して、貴重な本町の文化資源として活用していく必要があります。 
 
(６)生涯スポーツ振興の現状と課題 

 余暇時間の増加や生活水準の向上、高齢化の進行などの社会的変化を背景として、

生涯にわたって健康で充実した生活を送るために、生涯スポーツの推進はたいへん

重要です。本町には、スポーツ活動の中心的な役割を果たす組織として、体育協会

やスポーツ少年団本部がありますが、競技種目によっては加盟組織の弱体化が懸念

されています。 
 各種スポーツ団体の活性化や町民のスポーツ意識の高揚を図るためには、専門的

な指導者の育成と有効活用が特に大切になってきます。 
 これからは、各種競技団体と連携し、指導者の資質向上を図るための研修を企画・

実施するとともに、Ｂ＆Ｇ財団の「アドバンスト・インストラクター」などの指導

者養成研修への職員派遣を継続していく必要があります。 
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第第３３章章  施策の全体体系 

 
 

 教育をめぐる現状と課題を踏まえ、本町教育の「基本理念」と「基本目標」を次

のとおり定めます。 
 
１ 大郷町教育基本理念                       

 
 
 

 
 
  
 

大郷町のまちづくりの基本理念は、『「自力」一人ひとりが考え、行動し、未来を

創るまちづくり』と定められています。 
 そのためには、町民と町の協働によって、大郷町の良さを共有しながら一人ひと

りが創意工夫してまちづくりを考え、一人ひとりがまちづくりのために積極的に行

動し、一人ひとりが魅力ある未来のまちづくりを創造していく必要があります。 
 その礎は、「まちづくりは人づくり、人づくりは教育」であり、故郷の心を誇り

にして、新しい時代を拓く『心豊かでたくましく生きる人間の育成』を一層充実さ

せるため、学校や家庭、地域社会が協働しながら教育を推進します。 
 
２ 大郷町教育基本目標                      
  

教育のさらなる充実で心豊かなまちづくりを目指して、次の５つを本計画の基本

目標として取り組んでいきます。 
 
基本目標１ 学ぶ力と自立する力の育成 
 
基本目標２ 国際性を備えた豊かな心と健やかな体の育成 
 
基本目標３ 安心安全で信頼され魅力ある教育環境の推進 
 
基本目標４ 学校・家庭・地域連携による協働教育の推進 
 
基本目標５ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進 
 

 

～～心心豊豊かかででたたくくままししくく生生ききるる人人間間のの育育成成をを目目指指ししてて～～  
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３ 計画体系図                          
  

本計画では、「教育基本理念」と５つの「基本目標」のもと、その実現に向けて、

次の２２項目に及ぶ「重点的に取り組む施策」を実施していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

基本目標 

～
心
豊
か
で
た
く
ま
し
く
生
き
る
人
間
の
育
成
を
目
指
し
て
～ 

「ま
ち
づ
く
り
は
人
づ
く
り
、
人
づ
く
り
は
教
育
」 

①幼・保両立連携教育の推進 

②基礎・基本を重視した確かな学力の

定着 

③幼・小・中一貫教育の推進 

④きめ細かな特別支援教育の充実 

 
 
学ぶ力と自立す
る力の育成 

基本目標１

 
 
国際性を備えた

豊かな心と健や

かな体の育成 

基本目標２

 
 
安心安全で信頼

され魅力ある教
育環境の推進 

基本目標３

 
 
学校・家庭・地

域連携による協
働教育の推進 

基本目標４

重点的に取り組む施策基本理念 

⑤国際理解教育、外国語教育の充実 

⑥健康でたくましい子どもの育成 

⑦「ふるさと教育」の推進 

⑧夢や 志
こころざし

を持った児童生徒の育成

⑨安心で安全な学校給食の提供 

⑩安心安全で開かれた学校づくりの

推進 

⑪教育相談体制の推進 

⑫時代のニーズに即応した教育環境

の整備 

⑬高等教育の支援 

⑭地域全体で子どもを育てる環境づ

くり 

⑮協働教育プラットフォーム事業の

推進 

⑯放課後子ども教室事業の推進 

 
 
生涯にわたる学

習・文化・スポ
ーツ活動の推進

基本目標５
⑰社会教育・生涯学習事業の推進 

⑱青少年の健全育成の推進 

⑲ライフステージを踏まえた公民館

事業の展開 

⑳地域文化・芸術の振興 

 文化財の理解と保存・継承 

 生涯健康・生涯スポーツの推進 
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第第４４章章  重点的に取り組む施策 
 
 

基本目標１「学ぶ力と自立する力の育成」 

重点施策１ 幼・保両立連携教育の推進 
 

「大郷町の乳幼児を保育する」という認識のもと、乳幼児期の発達課題を踏まえ

て、幼稚園と保育園が同一の「めざす幼児像」の実現を目指します。 
また、学ぶ土台づくりと心の豊さを重視した個々の特性を生かす教育を行うため、

幼・保教育の融合と教育環境や施設・設備の充実を図ります。 

 

①幼・保両立連携教育の推進 

幼稚園と保育園との乳幼児教育両立連携を推進し、プレ・ゴールデンエイジ※期

に適合する、より質の高い幼児期の教育・保育の充実を図ります。 

また、創造力と活力に満ちた幼児教育を推進するため、職員の育成と幼・保一体

の研修体制を確立します。 

②「学ぶ土台づくり」の推進 

学びの連続性を踏まえた「学ぶ土台づくり」を推進します。 

また、小・中学校や家庭・地域社会と連携した幼児教育を推進します。 

③特別支援教育等の充実 

特別な支援を必要とする幼児への適切な支援体制の整備に努め、体験格差の縮小

に取り組みます。 

また、子育ての多様なニーズへの対応を図ります。 

④ふるさと教育の推進 

ふるさとの人・歴史・文化と触れ合う、地域に根差した幼児教育を推進します。 

⑤魅力ある教育環境の充実 

幼稚園と保育園の教育環境や施設・設備の共用と安全使用の確立を図るとともに、

教育・保育環境の整備・充実を図ります。 
 

【※プレ・ゴールデンエイジ】 １５ページ参照 

 

 

 

  

主な取組 

元
気
い
っ
ぱ
い
運
動
会 
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基本目標１「学ぶ力と自立する力の育成」 

重点施策２ 基礎・基本を重視した確かな学力の定着 
 

児童生徒の将来にわたる可能性を広げるために、学校・家庭・地域社会が連携し、

学習意欲の向上を図るとともに、基礎・基本を重視した確かな学力を身に付け、健

康で人間性豊かな心を持つ児童生徒の育成に努め、地域や社会参加の機会を促して、

「夢を育み・自立する心」の土台をつくります。

 

①基礎・基本の定着 

 基礎・基本の定着と、活用能力を高める指導の改善を図ります。 
また、個々の児童生徒に応じた指導方法の工夫と実践を行います。 

②思考力・表現力・問題解決能力の育成 

さまざまな体験学習などを通じて、思考力・表現力・問題解決能力を養います。 
③宮城教育大学との教育連携の推進 

 宮城教育大学との教育連携を強化し、学力向上を推進します。 
また、宮城教育大学の協力を得て実施している「サマースクール」、「ウインター

スクール」の充実と児童生徒の積極的な参加を促します。 
④家庭学習の充実 

家庭と学校の連携を密にし、家庭における学習や生活習慣の見直しを行い、保護

者とともに振り返る機会を拡充します。 
⑤地域の人材活用 

地域の教育力を生かし、学校支援ボランティアの活用などを行い、特色ある学校

教育を展開します。 
⑥教職員の資質と指導力の向上 

 教職員の研修を積極的に実施し、教育者としての資質と指導力の向上を図るとと

もに、より実践的な教育研究を行い、確かな学力の定着を目指します。 
⑦時代の要請に応じた教育の推進 

高度情報化社会に対応できるよう、ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を活

用した学習活動を展開し、発達段階に応じた情報活用能力を育成するとともに、情

報モラル教育を推進します。 
 

  

主な取組 

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル 



－１２－ 

基本目標１「学ぶ力と自立する力の育成」 

重点施策３ 幼・小・中一貫教育の推進 
 

幼稚園・小学校・中学校のいずれも１校ずつという本町の特性を生かして、幼・

小・中一貫教育を推進し、学ぶ力と自立する力の育成を図ります。

 

①子どもの特性理解と、個に応じた継続的指導の推進 

 学力の定着には、幼稚園入園から中学校卒業までを見通した学習習慣の確立が重

要であることから、児童生徒一人一人の特性の共通理解を行い、個に応じた継続的

指導を推進します。 
②子どもの校種間交流の推進 

 幼稚園児の小学校体験や小学校児童の中学校体験、交流事業の実施などにより、

校種間交流を促進して校種間の接続を図り、ギャップの解消に努めます。 
③他校の指導内容を理解する教員研修の充実 

 指導主事訪問時などに幼稚園・小学校・中学校の教職員が他校種の学習を参観す

る機会を増やすなどして、指導のあり方についての理解を進めます。 
 

大大郷郷町町のの一一貫貫教教育育  

 
 
 
 
 
 
  

主な取組 

大大郷郷中中学学校校  

大大郷郷小小学学校校  

すすくくすすくくゆゆめめのの郷郷  

（（大大郷郷幼幼稚稚園園・・保保育育園園）） 

★学習指導の一貫性

・継続性 

★園児の小学校体験

★児童の中学校体験

★交流行事の実施 

★教育連携の推進 

★情報の共有化 

★教職員の合同研修

の実施 



基本目標１「学ぶ力と自立

重点施策４ きめ細か
 

発達障害を含め、教育上特別

支援コーディネーターを配置し

教育システム※などの適切な就学

①個々の指導計画の立案と実践

 個々の児童生徒の障害・発達

専門的・技術的な教職員研修を充

②教員補助者の適正配置 

特別な支援を要する児童生徒

めます。 
③特別支援教育の環境整備の充

特別支援教育を行う教職員の

整備を図ります。 
④関係機関との連携強化 

特別な支援を要する幼児、児

援体制を確立するため、「大郷町

会」との連携強化を図ります。

【※インクルーシブ教育システム】 

のある者が教育制度一般から排除され

が与えられること、個人に必要な「合

  

主な取組 

大郷小「郷の子

－１３－ 

立する力の育成」 

かな特別支援教育の充実 

別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対

して一人一人の教育的ニーズに応じたインク

学支援体制の確立を図ります。 

践 

達の状況に応じた指導計画の立案と実践を行

充実し、特別支援教育への指導力の向上を図

徒の増加などに対応し、「教員補助者」の適正

充実 

の加配などに努めるとともに、特別支援教室

児童及び生徒の実態を把握し、適切な相談及

町教育支援審議会」や「大郷町特別支援教育

 

障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みで

れないこと、自己の生活する地域において初等中等

合理的配慮」が提供される等が必要とされている。

子バンド」（町生涯学習フェスティバル） 

して、特別

クルーシブ

 

行うため、

図ります。 

正配置に努

室等の環境

及び教育支

育連携協議

 
であり、障害

等教育の機会

 



基本目標２「国際性を備え

重点施策５ 国際理
 

グローバル化や高度情報化社

対応できる人材の育成を図るた

域において国際交流を推進しま

①外国語指導助手（ＡＬＴ）の

国際化が一層進展するなかで

学習指導要領の改訂により、小

そこで、中学校に配置してい

遣し、幼・小・中の英語教育の

②英語活動支援員による英語教

外国語教育における本町独自

校に「英語指導支援員」を配置

ーション能力の育成を図ります

③国際理解・国際交流の推進 

国際理解を深めるため、教育

な分野で国際交流を推進します

④ふるさと教育との連携 

国際教育にとって、特に自国

るさと教育との連携で育むよう

  

主な取組 

ＡＬＴ

－１４－ 

えた豊かな心と健やかな体の育成」

理解教育、外国語教育の充実 

社会が進展するなか、国際理解を深め、国際

ために外国語教育の充実に努めるとともに、

ます。 

の活用 

で、ますます外国語教育が必要となっている

小学校高学年に外国語活動が導入されました

いる外国語指導助手（ＡＬＴ）を小学校や幼

の推進を図ります。 
教育の推進 

自の特色ある取り組みとして、平成２７年度

置し、小学校低学年のうちから英会話及びコ

す。 

育・生活・文化・スポーツ・経済活動など、

す。 

国の文化を身に付けることも要求されるこ

う推進します。 

Ｔによる英会話授業（大郷小） 

際化社会に

、学校や地

 

ることから、

た。 
幼稚園に派

度から小学

コミュニケ

、さまざま

とから、ふ



－１５－ 

基本目標２「国際性を備えた豊かな心と健やかな体の育成」 

重点施策６ 健康でたくましい子どもの育成 
 

生涯にわたり健康で活力ある生活を送るために必要な「基礎的な体力・運動能力」

の向上を図るとともに、自然災害等の危機を乗り切る知識・能力を養います。 

 

①個の体力に応じた指導計画作成と実践 

「体力・運動能力調査」を継続的に実施して、子どもたちの体力・運動能力の実

態と傾向を把握して、体力づくり計画作成と実践を行うとともに、健康教育を通し

て、生涯スポーツの基礎・意欲を培う指導を推進します。 
②健康な体づくりのための環境整備 

健康・体力増進につながる教育環境の整備に努め、心身ともに健康な児童生徒の

育成に努めます。また、ゴールデンエイジ※のスポーツ活動を推進し、児童生徒の

体力向上に努めます。 
③食育の推進 

児童・生徒の望ましい生活習慣の育成と健康の保持増進を図るため、町の食育推

進会議などと連携協力しながら、地域の食文化に対する理解と、自然からの恩恵に

対する感謝の心などを育む教育を推進します。 
また、農業体験による生産者との交流、収穫した食材を使用した調理実習など、

食に対するさまざまな体験活動を通して食育の推進を図ります。 
④防災教育の推進 

周期的に発生する地震について正しい知識を備えるなど、自然災害に向きあいな

がら生きていく力を身に付けさせるため、子どもたちの発達段階に応じ、系統的な

防災教育を推進します。 
⑤環境教育の充実 

地球規模の環境問題が深刻化する中、持続可能な社会を構築するため、子どもた

ちが豊かな自然の中での体験などを通して、環境について学ぶ学習機会を拡充しま

す。 
 

【※ゴールデンエイジ】 子どもの発育過程において、特に脳・神経などの基礎的な体力づくりを

行う上で、最も適した年齢（９歳～１２歳）。この時期以前（プレ・ゴールデンエイジ）にさま

ざまな運動・遊びを通じて、神経回路を開いておくことが条件となります。 

 
  

主な取組 



基本目標２「国際性を備え

重点施策７ 「ふるさ
 

本町の美しく豊かな自然、脈

についての認識を深め、ふるさ

域を支える次世代の育成を進め

①ふるさとに学ぶ機会の提供 

 学校での「ふるさと学習」を

の活用を促進します。 
また、社会教育や公民館の分

開設して、ふるさとを楽しく学

②社会科副読本「私たちの大郷

 小学校の社会科副読本「私た

いて詳しく紹介しており、ふる

ら、一層の利活用を図るととも

③郷土学習資料館・町民殿堂※の

児童生徒のふるさと学習・ 志
ここ

備を図り、ふるさとを愛し、誇

【※町民殿堂】 我がふるさと大郷が

の一助とする。 

  

主な取組 

社会

－１６－ 

えた豊かな心と健やかな体の育成」

さと教育」の推進 

脈々と受け継がれてきた歴史や文化、地域の

さとへの愛着や誇りをさらに高めていくと

めていきます。 

を充実させるために、地域の郷土史家や地域

分野においても、児童生徒を対象とした事業

学ぶ機会の提供を図ります。 
郷町」の活用 

たちの大郷町」では、町の歴史や文化、産業

るさと学習をする上で貴重な教材となってい

に、随時改訂を加え、内容の充実を図ってい

の整備・充実 

志
ころざし

教育の場として、郷土学習資料館・町民

誇りに思う心を育みます。 

が輩出した数多くの偉人の功績を紹介する施設であ

会科副読本「私たちの大郷町」 

の人材など

ともに、地

 

域の教育力

業や講座を

業などにつ

いることか

いきます。 

民殿堂の整

 
あり、志教育



基本目標２「国際性を備え

重点施策８ 夢や 志
こころ

 
児童生徒が、将来、社会人・

るとともに、主体的に学ぶ意欲

稚園から中学校までの系統的な

方を考えながら学びに向かうよ

①「 志
こころざし

教育」の推進 

 幼稚園から中学校までの系統

教職員の研修機会の拡充を図り

②地域の人材などを活用した授

 総合的な学習の時間などを活

招き入れ、「 志
こころざし

教育」に関す

③家庭の教育力の向上 

 家庭の教育力を高めるための

させるなどして、働くことの理

また、仕事や進路などについ

いる姿を子どもに見せたりする

④町民殿堂による「 志
こころざし

教育」

児童生徒のふるさと学習・ 志
ここ

備を図ります。町民殿堂では、

を持ち、将来、立派な社会人と

  

主な取組 

思い出と希

－１７－ 

えた豊かな心と健やかな体の育成」

志
ろざし

を持った児童生徒の育成 

職業人として自立する上で必要な能力や態

欲を高めるため、地域や企業などと連携しな

な教育活動を通じ、常に社会の中における人

よう促す教育を推進します。 

統的な教育活動を通して「 志
こころざし

教育」を推進

り、専門知識や技能の習得に努めます。 
授業の充実 

活用して、学校に企業や地域の人材などを講

る授業を展開します。 

の支援を行い、子どもに家の手伝いや地域活

理解と、自立を促します。 
いて、親子で話し合ったり、親や身近な大人

る機会をつくることを促します。 

 

志
ころざし

教育の場として、郷土学習資料館・町民

世界に誇れる郷土の偉人を紹介し、ふる

として活躍できる人間の育成を図ります。

希望を胸に旅立ち（大郷小卒業式） 

態度を育て

ながら、幼

人間の生き

 

進するため、

講師として

活動に参加

人の働いて

民殿堂の整

さとに誇り



－１８－ 

基本目標２「国際性を備えた豊かな心と健やかな体の育成」 

重点施策９ 安心で安全な学校給食の提供 
 

「食の安心・安全」に配慮した給食を提供することを日々心掛けるとともに、「食

育」の推進にも積極的に取り組みます。 

 

①安心安全な食材の確保と食物アレルギーへの対応 

有害な農薬・化学肥料・遺伝子組み換えなどによる食材を学校給食からできる限

り排除するように努めます。 
また、幼・小・中への「食物アレルギー調査」を毎年度適切に実施し、食物アレ

ルギーを有する児童生徒の実態把握に努めるとともに、学校給食センター・学校・

保護者の情報共有化を図り、アレルギー事故の未然防止を図ります。 
②栄養指導と「食育」の推進 

給食だよりの毎月発行や栄養士による学校訪問などを通して、栄養指導や「食育」

の推進に取り組みます。 
③地場農産物の利用拡大 

１００％大郷産米を使用した米飯・米粉パンの利用を促進するとともに、野菜や

果物などの地場農産物の利用拡大を図り、地産地消を推進します。 
④給食関係機関との連携強化 

 「給食運営委員会」や「給食主任者会議」、「地場農産物利用推進委員会」などの

関係機関との連携を強化し、学校給食の一層の充実につなげます。 
⑤学校給食施設・設備の整備・充実 

学校給食施設・設備の定期的な点検により、適切な修理・修繕を行うとともに、

衛生管理の徹底を図ります。 
⑥子育て支援事業「給食費助成制度」の継続 

保護者の負担軽減と、少子化対策及び子育て支援に資することを目的とした「給

食費２割助成制度」の継続を図ります。 
 

  

主な取組 

栄養士による食育指導

（大郷幼稚園） 



基本目標３「安心安全で信

重点施策１０ 安心安
 

多様化し、複雑化する教育課

を深めながら子どもたちを支え

そこで、学校経営方針などを

た魅力ある学校づくりを進めて

①適切な教育目標、学校経営方

教育目標、学校経営方針等を

教職員の間で共有し、一体とな

②学校から家庭・地域への発信

 幼稚園、小・中学校は、教育

ついて、保護者のみならず広く

ジへの掲載等の手段を活用しな

③学校の自己評価と学校関係者

 小・中学校において、学校評

地域住民などに公表することで

育内容及び教育環境の質的向上

④学校評議員制度の積極的活用

学校評議員会や保護者会など

く求めるなどして、地域住民な

  

主な取組 

元

－１９－ 

信頼され魅力ある教育環境の推進」

安全で開かれた学校づくりの推

課題に対応するためには、学校は家庭や地域

えていくことが求められています。 
を積極的に情報提供することを通じて、地域

ていきます。 

方針等の策定 

を適切に定め、校長などのリーダーシップの

なって取り組む意識を醸成します。 
信 

育目標、学校経営方針、それらの実施する取

く地域住民に対して、学校だよりの配付やホ

ながら、積極的に発信していきます。 
者評価の実施 

評価を適切に実施するとともに、評価結果を

で、開かれた信頼される学校づくりをさらに

上に活かします。 
用 

どの各種会議を活用し、学校運営に関する意

などの学校運営への参画を進めます。 

気に育て大郷っ子（大郷小） 

推進 

域との連携

域に開かれ

 

のもとで全

取り組みに

ホームペー

を保護者、

に進め、教

意見を幅広



－２０－ 

基本目標３「安心安全で信頼され魅力ある教育環境の推進」 

重点施策１１ 教育相談体制の推進 
 

子どもたちを取り巻く、いじめ、不登校、少年非行などの要因は複雑・多様化し、

その解決は大きな社会問題となっています。 
この問題解決に向けて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

関係機関や保護者との連携を強化し、一人一人に目を向けたきめ細かな指導を行う

とともに、児童生徒や保護者の悩みを受け止める教育相談体制を確立します。 

 

①校内指導体制の充実 

児童生徒の理解を一層深めるため、教職員の教育相談に対する専門知識・技能の

向上を図ります。 
また、学校における情報の共有化を図り、担任が問題を抱え込まない指導体制を

確立します。 
②教育相談体制の充実 

校務分掌に安全教育主任教諭を置き、教育相談に応じるなどの校内体制を整備す

る一方、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、専門家の支援

による相談体制の充実強化を図ります。 
③幼・小・中一貫した指導と情報の共有化 

児童生徒の指導に関する情報共有は、入学・卒業時だけではなく、年間を通して

定期的に実施し、問題の早期発見、早期対応に取り組みます。 
④関係機関との連携強化 

学校・家庭・関係機関等との連携を強化し、関係者が協働しながら、子どもを取

り巻く環境などを改善するために情報の共有化を図り、継続的なケアに努めます。 
⑤「いじめ」、「不登校」への対応 

いじめは、すべての児童生徒に関係する重大な問題です。いじめは、「どこの学校

でも起こりうる」という認識のもと、早期発見と迅速な対応に努めます。 
また、いじめの問題は、学校だけで解決しようとするのではなく、これまで以上

に学校・行政・地域と家庭が一体となって対応するために、「大郷町いじめ防止基本

方針」に基づき、「大郷町いじめ問題対策連絡協議会」と連携して、いじめ問題に対

する対策を総合的に推進します。 
不登校に対しては、保護者や関係機関との連携を密にし、社会的自立に向けた支

援に努めます。 
  

主な取組 



基本目標３「安心安全で信

重点施策１２ 時代の
 

本町の児童生徒が、充実した

ができるように、学習環境の整

①ＩＣＴ教育など、学習環境の

時代のニーズに応じたＩＣＴ

めの環境整備に努めます。 
そのためには、タブレットＰ

どして、「児童生徒のためのＩＣ

また、学習意欲を高めるため

②ゆとりと潤いのある教育環境

児童生徒が質の高い教育環境

学校施設の計画的な改修・改善

③安全なスクールバスの運行 

本町では、幼稚園、小・中学

スを運行しています。今後も、

努め、バス路線の見直しを行う

なスクールバス運行に努めます

 また、冬期間の通園・通学の

係機関に働きかけるとともに、

 
  

主な取組 

パソコ

－２１－ 

信頼され魅力ある教育環境の推進」

のニーズに即応した教育環境の

た教育環境のもと、意欲的かつ安心して学習

整備・充実に努めます。 

の整備・充実 

Ｔ（情報コミュニケ―ション技術）教育を展

ＰＣや電子黒板などの新たな情報機器の導入

ＣＴによる授業改善：MIYAGI Style」を推進

めの教材備品や図書の整備・充実を図ります

境の整備 

境の中で、意欲的に学び、のびのびと過ごせる

善を図り、安心・安全な学校づくりを推進

学校、それぞれの統合により、通園バスとス

児童・生徒数の増減など、地域の状況変化

うなどして、家庭・地域との連携よる「安心

す。 
の安全確保を図るため、主要道路の除融雪の

スクールバス停留所付近の除雪も実施しま

コンを使っての授業（大郷小） 

の整備 

習すること

 

展開するた

入を図るな

進します。 
す。 

るように、

します。 

スクールバ

化の把握に

心・安全」

の徹底を関

ます。 



基本目標３「安心安全で信

重点施策１３ 高等教
 

本町の将来を担う子どもたち

る機会の拡充を図ります。 

①関係機関との連携による適切

関係機関との連携・情報交換

②奨学資金貸与制度の奨励 

経済的理由により就学が困難

できるよう支援するため奨学資

材を育成します。 
③住民バス運行等による交通手

県都仙台市や近隣市町村の高

ため、今後もきめ細かな住民バ

ます。 
  

主な取組 

近隣市町村

－２２－ 

信頼され魅力ある教育環境の推進」

教育の支援 

ちのために、高等学校や大学、専門学校な

切な進路指導 

換を促進し、適切な進路指導に努めます。

難な学生に対し、希望する高等学校や大学な

資金を貸与し、将来、町に大きく貢献できる

手段の確保 

高等学校や大学などに通う本町在住の学生を

バスの運行体制を維持し、公共交通機関の充

村へも運行する「大郷町住民バス」 

どに進学す

 

などへ進学

る優秀な人

を支援する

充実を図り



基本目標４「学校・家庭

重点施策１４ 地域全
 

地域社会は、子どもの社会性

ために重要な役割を担うことか

ども安全見守りの強化、社会体

①子どもの安全見守りの強化 

ＰＴＡや地域団体、ボランテ

ぐるみでの「子ども安全見守り

②「子ども１１０番の家」との

地域の協力を得て設置してい

携・協力のもと、子どものため

③ＰＴＡ活動への支援・協力 

ＰＴＡは、学校と家庭、地域

全育成に向けて、より充実した

今後も、このようなＰＴＡ活

④子どもたちの体験活動の充実

子どもたちが、大郷の自然と

充して、地域の環境・歴史・文

ら考え行動できる力の育成を図

  

主な取組 

街頭指導で安心安全

－２３－ 

・地域連携による協働教育の推進」

全体で子どもを育てる環境づく

性や豊かな心の醸成、安心安全な教育環境を

から、地域住民や企業、ＮＰＯなどの参画を

体験活動の機会の充実などに取り組みます。

ティアによる交通安全の街頭指導などを通

り活動」を推進します。 
の連携・協力 

いる「子ども１１０番の家」の登録家庭や企

めの安心・安全な環境づくりを推進します。

域をつなぐ大切な役割を担っており、子ども

た活動を展開することが期待されています。

活動に対しての支援・協力を推進します。

実 

と触れ合える活動や、社会参加できる活動の

文化・産業などについて学び、豊かな心や社

図ります。 

全！ 実りの秋を実感（稲刈り体

くり 

を確保する

を得て、子

。 

 

して、地域

企業との連

。 

もたちの健

。 

の機会を拡

社会性、自

体験） 



基本目標４「学校・家庭

重点施策１５ 協働教
 

子どもを地域全体で育むため

働による教育活動を通じて、家

ットフォーム事業」を推進しま

①家庭教育の支援 

子育てに不安を感じる保護者

んとできるようにするために、

家庭教育支援チーム「ぽっか

教育学級「みんなともだち」事

②地域活動の支援 

放課後や休日等を活用して、

集団や異世代間の交流を促進し

・地域の人材を活用した各種

・子どもふれあい交流事業の

・町民劇場活動の支援 
③学校教育の支援 

地域の人材や企業などと連携

材等）を提供し、学校教育の充

進します。 
④食育実践地域活動の支援 

農業を基幹産業としている大

する正しい知識を習得し、作物

ん重要です。学校教育の中で地

す。 
  

主な取組 

子ども
－２４－ 

・地域連携による協働教育の推進」

教育プラットフォーム事業の推進

めに、学校・家庭・地域をつなぐ仕組みをつ

家庭・地域の教育力の向上を図るため、「協働

ます。 

者に対しての相談や家庭で子どもにしつけな

親の「学び」と「育ち」を支える環境を整

かぽか」による各種事業の展開を図るととも

事業の実施により、家庭教育を支援します。

学校ではできない体験プログラムを実施

します。 
種教室・講座の開設 
の推進 

携・協力し、学校の要請に応じて多様な教育

充実と地域ぐるみで子どもを見守り・育てる

大郷町において、次代を担う子どもたちが

物を栽培したり、収穫を体験したりするこ

地域ボランティアの協力を得て、食育の推進

もふれあい交流事業（舟形町へ） 

進 

つくり、協

働教育プラ

 

などがきち

整えます。 
もに、家庭

。 

し、異年齢

育資源（人

る体制を推

「食」に関

とはたいへ

進を図りま



基本目標４「学校・家庭

重点施策１６ 放課後
 

放課後に子どもたちが地域社

成するため、「放課後子ども教室

①学習活動の推進と学力向上 

郷子舎
さ と こ や

では、教育活動推進員や

学校の宿題や読書、自主学習な

学習の習慣を身に付けさせ、学

②体験学習の充実 

 地域格差や経済格差による子

ターなどの協力のもと、昔遊び

学習ができるように支援します

③児童館建設の推進 

本町では平成２９年度オープ

計を進めています。 
新設される児童館が、本町の児

子育て中の親や乳幼児を支援す

図られる場として機能するよう

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

主な取組 

－２５－ 

・地域連携による協働教育の推進」

後子ども教室事業（郷子舎
さ と こ や

）の

社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づ

室事業（郷子舎
さ と こ や

）」を推進します。 

やコーディネーターなど、地域の方々の支援

などに積極的に取り組みます。このことによ

学力向上にも結びつけていきます。 

子どもたちの体験格差を是正するため、コー

びや自由遊びを通して、異年齢集団の中で貴

す。 

プン目指して、現在、児童館の基本設計並び

児童生徒にとって、放課後や休日の活動拠点

する場、子どもたちが遊びや体験を通して健

う関係機関と協力して推進していきます。

郷子舎での学習風景 

推進 

づくりを形

 

援のもと、

より、家庭

ーディネー

貴重な体験

びに実施設

点となり、

健全育成が



基本目標５「生涯にわたる

重点施策１７ 社会教
 

「まちづくりは人づくり」の

推進し、社会教育の充実・進展

また、町民が生涯を通じて、

る「生涯学習のまち」を築くた

①推進体制の整備 

 生涯学習を総合的・体系的に

団体などとの連携を強化し、町

す。 
②学習機会の拡充と発表の場の

 町民の多様化・高度化する学

す。 
また、生涯学習フェスティバ

を図ります。 
③社会教育主事の育成・強化 

 社会教育や生涯学習の専門的

め、生涯学習推進体制の基盤強

④社会教育施設の整備・充実 

 町民が活発に生涯学習活動を

図ることは必要不可欠です。老

ら、中長期的な視野で計画的に

  

主な取組 

－２６－ 

る学習・文化・スポーツ活動の推進」

教育・生涯学習事業の推進 

の観点から、家庭教育・学校教育・地域社会

展に努めます。 
いつでも自由に学習機会を選択して学ぶこ

ため、生涯学習体制の整備・推進を図ります

に推進するため、社会教育委員や各種教育機

町民ニーズに対応した推進体制の整備・充実

の提供 

学習ニーズを的確に把握し、学習機会の拡充

バルなど、町民が学習した成果を発表できる

的な知識や技術を有する「社会教育主事」の

強化を図ります。 

を行うためには、社会教育施設・設備の整備

老朽化が懸念される施設・設備も存在してい

に整備・改修を推進します。 

生涯学習フェスティバル 

」 

会の連携を

ことができ

す。 

 

機関、関係

実を図りま

充を図りま

る場の提供

の育成に努

備・充実を

いることか



基本目標５「生涯にわたる

重点施策１８ 青少年
 

未来への夢や目標を抱き、社

年を育成するためには、青少年

どを持った豊かな人間性を育む

町では、関係機関や青少年育

社会参加の意欲を高める青少年

①青少年健全育成事業の推進 

「大郷町青少年健全育成町民

関する施策を推進します。 
②ふれあい交流事業等、各種体

子どもたちの社会参加を促す

活動を推進します。 
③子ども会育成事業の推進 

「大郷町子ども会育成会」と

④ジュニア・リーダーの育成・

ジュニア・リーダーは、子ど

ルールやマナーを教えるなど、

ジュニア・リーダーを育成す

宮城県が主催する中級・上級の

⑤青年団体活動への支援・協力

青年活動の健全な発展に資す

動の場の提供を図ります。 
⑥青少年まちづくり会議の開催

未来の町の主人公となる青少

体性を実感させる機会とするよ

この会議では、若者のまちづ

 
  

主な取組 

－２７－ 

る学習・文化・スポーツ活動の推進」

年の健全育成の推進 

社会を作る営みに積極的に取り組むことがで

年の心と体の健やかな発達を促し、正義感

むことが重要です。 
育成団体との連携を密にしながら、人と人を

年の健全育成を推進します。 

民会議」との連携・協力のもと、青少年の健

体験活動の推進 

すために、「子どもふれあい交流事業」などの

と連携・協力し、子ども会活動の活発化を図

支援 

どもたちにゲームや遊びを通して、集団生活

子ども会活動を行う上で欠かせない存在で

するため、町主催の初級研修会を実施する

の各研修会への積極的な参加を促します。

力 

するため、青年団体の支援を行うとともに、

催 

少年が、まちづくりの夢を持ち、定住を志す

よう、「青少年まちづくり会議」の開催を目

くりアイデアを町政に生かすことも視野に

ジュニア・リーダー

（花山村） 

」 

できる青少

・倫理観な

をつなぎ、

 

健全育成に

の各種体験

図ります。 

活の中での

です。 
とともに、

、青年の活

すための主

目指します。 
に入れます。 

ー初級研修会 



基本目標５「生涯にわたる

重点施策１９ ライフ
 

町民が生涯を通じて、いつで

涯学習のまち」を築くため、町民

総合的な基盤づくりを推進しま

①ライフステージを踏まえた事

教養・趣味・健康等幅広い各

講座等を開催して、ライフステ

努めるとともに、受講者による

び情報の提供に努めます。 
②各種団体、地域コミュニティ

公民館を拠点とした各種団体

組織の自主活動運営ができるよ

よう条件整備を図りながら継続

③地域に根差した分館活動の活

各分館は、あらゆる活動の拠

害時における第一避難所として

備の充実に努めるとともに、地

供連絡調整を行い、分館活動の

④図書機能の充実強化 

公民館図書室を利用しやすい

せの読書サークル等への活動支

方法を学ぶ講座を実施して、町

めます。 
 

  

主な取組 

－２８－ 

る学習・文化・スポーツ活動の推進」

フステージを踏まえた公民館事業

でも自由に学習機会を選択して学ぶことがで

民ニーズに応え、家庭と地域の教育力の向上

ます。 

事業の展開と継続的活動の促進 

各種多様な講座・教室の開設や異世代間交流

テージに即した学習内容の展開と継続的活動

るサークル活動として自主活動できるよう指

ィ組織活動への協力 

体・サークルやグループ、あるいは地域コ

よう指導助言に努め、地域づくりが円滑に進

続して支援します。 
活性化 

拠点施設であり、地域住民の憩いの場である

ての役割を持った施設でもあることから、逐

地域コミュニティづくりの一助となるような

の指導助言に努めます。 

いものとするための環境整備や情報の提供、

支援、宮城県図書館等と連携した本の展示、

町民が読書に関心を持ち、読書意欲が高まる

」 

業の展開 

できる「生

上に努め、

 

流ができる

動の促進に

指導助言及

ミュニティ

進められる

ることや災

逐次環境整

な情報の提

、読み聞か

、本の選定

るように努



基本目標５「生涯にわたる

重点施策２０ 地域文
 

地域に根差した文化・芸術活

成に努めます。また、自主的な

県民文化祭や黒川郡文化協会

賞機会の拡充を図ります。 

①文化・芸術を身近に触れる機

 「音楽アウトリーチ事業※」や

優れた文化・芸術を身近に鑑賞

 町民劇場「おおさと夢劇団」

っていくとともに、人材の育成

②文化団体の育成と連携強化 

本町における文化・芸術団体

登録団体数は平成２７年４月現

書道・俳句・歴史・写真・華道

ってきています。 
このように活発な創作活動を

団体を育成し、連携を支援する

【※音楽アウトリーチ事業】 音楽で

楽器の面白さや音楽の魅力を伝え

【※青少年劇場小公演】 児童生徒に

豊かな情操を養い、青少年の豊か

 
  

主な取組 

町民劇場の第１３回公演

－２９－ 

る学習・文化・スポーツ活動の推進」

文化・芸術の振興 

活動の推進を図るため、各種文化団体やサー

な活動を促進するため、積極的な支援を図

会発表会といった発表の場の提供と、文化

機会の提供 

や「青少年劇場小公演※」などを通して、児

賞できる機会を積極的に提供します。 
が継続した公演活動ができるよう、支援

成、団体の自主的な運営を図っていきます。

体は、年々増加傾向にあり、大郷町文化協会

現在で３３団体に及んでおり、舞踊、コーラ

道・茶道など、実にさまざまな分野の団体が

を行い、優れた作品や芸術を発表する個人・

ることにより、文化・芸術活動の推進を図

で活躍しているアーティストが学校等を訪れ、児童

え、音楽愛好者層の拡大を図るための事業。 

に、かおり高い文化・芸術を身近に鑑賞する機会を

かな人間形成を図るための事業。 

演 生涯学習フェスティバル・展

」 

ークルの育

ります。 
・芸術の鑑

 

児童生徒に

・協力を行

。 

会への加盟

ス、民謡、

が本町で育

グループ・

ります。 
 

童生徒などに

を提供して、

展示の広場 



－３０－ 

基基本目標５「生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進」 

重点施策２１ 文化財の理解と保存・継承 
 

先人によって築かれ、大切に守られてきた文化遺産を、良好な形で保存し、後世

に引き継ぐとともに、生涯学習や学校教育の場において、郷土の文化財を学び体験

できる機会を充実させます。 

 

①文化財の保存・管理体制の充実 

 貴重な文化財を後世に引き継ぐため、所有者や管理団体と連携し、保存・管理体

制の充実を図ります。また、文化財保護審議会の機能や役割を活用し、計画的な調

査や定期的なパトロール等を実施して、文化財の適正な保存に努めます。 
②文化財の収集・発掘・保存体制の整備 

 本町に眠る埋蔵文化財や歴史資料、民俗資料の調査・収集・整理・保存体制の整

備促進を図ります。 
③郷土芸能の伝承と活動支援 

 町無形文化財に指定している「羽生田植踊」と「土橋宮林神楽」の保存会活動に

対しての支援・協力を推進します。 
 また、生涯学習フェスティバルなど、発表の場の拡充を図り、後継者育成を図り、

自国の文化を身に付けた国際性の育成を目指します。 
④郷土学習資料館の整備 

 町有施設を活用した「大郷町郷土学習資料館（仮称）」を整備し、本町の歴史・文

化・民俗資料の保存・展示を行い、町の歴史文化を発信する拠点づくりを行います。 
 
  

主な取組 



－３１－ 

基本目標５「生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進」 

重点施策２２ 生涯健康・生涯スポーツの推進 
 

生涯を通じてスポーツに親しみ、健康・体力の保持増進によって、潤いと活力の

ある生活を実現するため、スポーツ・レクリエーション活動への参加機会を拡充し、

充実したスポーツライフを送ることができる地域社会を目指します。 

 

①生涯スポーツ推進体制の整備 

 町スポーツ推進審議会や町スポーツ推進委員との連携のもと、総合的なスポーツ

の推進を図るための体制を整備します。 
 また、だれでも、気軽に、身近に、楽しむことができる「ニュースポーツ」や「レ

クリエーション」の普及・啓発に努めます。 
②各種スポーツ大会・教室の実施 

 町体育協会や町スポーツ少年団本部、各種関係団体と連携し、子どもから熟年者

まで多くの町民が楽しみながら参加できるスポーツ大会や各種教室を実施し、世代

間交流と地域振興を図ります。また、スポーツイベントを通じて、集客・交流の促

進を図り、町の活性化を目指します。 
③スポーツ団体の支援と連携強化 

 地域スポーツや競技スポーツの振興を図るため、町体育協会や町スポーツ少年団

本部の加盟団体の支援を行います。 
④スポーツ施設・設備の充実 

 町有のスポーツ施設・設備の適正な維持・管理に努め、いつでもだれでも安心し

て利用することができる環境を整備します。 
また、町有スポ―ツ施設のほか、学校の体育館を一般開放し、地域のスポーツ活

動を推進します。 
 

主な取組 

おおさと秋まつり「ファミリーマラソン」 
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